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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ステレオ光学系によって被検体を撮像し映像信号を取得する映像信号取得部と、
　前記映像信号を処理し表示用映像信号を生成する映像信号処理部と、
　前記映像信号に基づいて計測を行う計測処理部と、
　前記表示用映像信号を表示する表示部と、を備え、
　前記映像信号処理部は、前記ステレオ光学系からの複数の像を含む前記映像信号から抽
出した一つの像に基づく第１の表示用映像信号と、前記一つの像および前記映像信号の他
の像に基づく第２の表示用映像信号とを生成し、
　計測に関する期間に前記表示部は、前記第１または第２の表示用映像信号と共に操作関
連情報及び計測用情報の少なくとも何れか一方を表示し、
　前記操作関連情報及び前記計測用情報の少なくとも何れか一方の表示位置は、前記表示
部が表示する前記第１または第２の表示用映像信号に応じて制御される
内視鏡装置。
【請求項２】
　前記映像信号処理部は、前記第２の表示用映像信号を生成する場合に、前記一つの像が
前記他の像の上に重ねて表示されるように前記映像信号を処理する請求項１に記載の内視
鏡装置。
【請求項３】
　前記映像信号処理部は、前記第２の表示用映像信号を生成する場合に、前記一つの像が
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前記他の像の上に重ねて表示されるように、かつ前記一つの像を拡大するように前記映像
信号を処理する請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項４】
　前記映像信号処理部は、前記第２の表示用映像信号を生成する場合に、前記他の像が前
記一つの像の上に重ねて表示されるように前記映像信号を処理する請求項１に記載の内視
鏡装置。
【請求項５】
　前記映像信号処理部は、前記第２の表示用映像信号を生成する場合に、前記他の像が前
記一つの像の上に重ねて表示されるように、かつ前記他の像を拡大するように前記映像信
号を処理する請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項６】
　前記映像信号処理部は、前記第１の表示用映像信号を生成する場合に、前記一つの像を
拡大するように前記映像信号を処理する請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項７】
　前記映像信号処理部は、前記一つの像の全体を拡大するように前記映像信号を処理する
請求項６に記載の内視鏡装置。
【請求項８】
　前記映像信号処理部は、前記一つの像のうち所定の範囲を拡大するように前記映像信号
を処理する請求項６に記載の内視鏡装置。
【請求項９】
　前記第１の表示用映像信号に基づいて計測位置を入力する計測位置入力部を更に備え、
　前記計測位置入力部は、前記映像信号処理部によって拡大された前記第１の表示用映像
信号上で前記計測位置を入力する請求項６に記載の内視鏡装置。
【請求項１０】
　前記計測に関する期間は、少なくとも前記計測位置入力部が前記計測位置を入力する期
間を含む請求項９に記載の内視鏡装置。
【請求項１１】
　前記計測処理部は、前記ステレオ光学系からの複数の像を含む前記映像信号に基づいて
計測を行う請求項１０に記載の内視鏡装置。
【請求項１２】
　前記ステレオ光学系からの複数の像を含む前記映像信号を記憶媒体に記憶させる制御を
行う制御部をさらに備える請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、前記記憶媒体に記憶された前記映像信号を読み出し、読み出された前記
映像信号から、一つの像を含む前記第１の表示用映像信号を前記映像信号処理部に生成さ
せ、
　前記表示部は、前記第１の表示用映像信号を表示し、
　前記計測処理部は、前記記憶媒体に記憶された前記映像信号に基づいて計測を行う
請求項１２に記載の内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の光学系を搭載可能な内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　工業用内視鏡は、ボイラー、タービン、エンジン、化学プラント、水道配管等の内部の
傷や腐食等の観察や検査に使用されている。工業用内視鏡では、多様な観察物を観察およ
び検査することができるようにするため、複数種類の光学アダプタが用意されており、内
視鏡の先端部分は交換可能となっている。
【０００３】
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　上記の光学アダプタとして、観察光学系に左右２つの視野を形成するステレオ計測用光
学アダプタがある。特許文献１には、ステレオ計測用光学アダプタを使用し、視差を有す
る左右の光学系で被写体像を捉えたときの左右の光学系測距点の座標に基づいて、三角測
量の原理を使用して被写体の３次元空間座標を求め、被写体の３次元計測（ステレオ計測
）を行う内視鏡装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－３４８８７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　図２９は、従来の内視鏡装置がステレオ計測時に表示する画面を示している。表示画面
１４０上には、視差を有する左右の光学系からの視差映像１４１，１４２が表示される。
　ステレオ計測では、２つの視差映像のうちの一方（例えば視差映像１４１）においてユ
ーザが計測点（計測位置）を指定すると、内視鏡装置は、他方の視差映像（例えば視差映
像１４２）において、その計測位置に対応したマッチング点を画像処理により探し、その
他方の視差映像上にマッチング点を表示する。このように一方の視差映像上で指定された
計測点と他方の映像上のマッチング点と視差映像間の視差とに基づいて、三角測量の原理
により計測箇所の長さ、深さ、面積等が計算される。
【０００６】
　上記のように一方の視差映像上で指定された計測点と他方の視差映像上のマッチング点
とが正確に対応していることが望ましい。しかし、実際には画像にノイズが発生するため
、２つの点の視差映像間のマッチングが１００％保証できるとは限らない。したがって、
２つの点のマッチングの度合いをユーザに目視で確認させるため、上記のように２つの視
差映像と共に２つの点を同時に表示することが行われている。
【０００７】
　このように、従来の内視鏡装置では、複数の視差映像を表示することによって、表示映
像の視認性が問題になることがあった。例えば、ユーザがどちらの視差映像に対して計測
点の入力等の操作を行うのか混乱する場合があった。そこで、図２９に示すように、入力
操作を行う視差映像１４１に枠線１４３を設けることによってユーザの認識度を上げるこ
とも行われているが、それでもユーザが混乱する場合が多い。
【０００８】
　本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであって、表示映像の視認性を向上する
ことができる内視鏡装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上記の課題を解決するために、以下の手段を採用した。
　本発明の一態様の内視鏡装置は、ステレオ光学系によって被検体を撮像し映像信号を取
得する映像信号取得部と、前記映像信号を処理し表示用映像信号を生成する映像信号処理
部と、前記映像信号に基づいて計測を行う計測処理部と、前記表示用映像信号を表示する
表示部と、を備え、前記映像信号処理部は、前記ステレオ光学系からの複数の像を含む前
記映像信号から抽出した一つの像に基づく第１の表示用映像信号と、前記一つの像および
前記映像信号の他の像に基づく第２の表示用映像信号とを生成し、計測に関する期間に前
記表示部は、前記第１または第２の表示用映像信号と共に操作関連情報及び計測用情報の
少なくとも何れか一方を表示し、前記操作関連情報及び前記計測用情報の少なくとも何れ
か一方の表示位置は、前記表示部が表示する前記第１または第２の表示用映像信号に応じ
て制御される。
【００１０】
　本発明の一態様の内視鏡装置において、前記映像信号処理部は、前記第２の表示用映像
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信号を生成する場合に、前記一つの像が前記他の像の上に重ねて表示されるように前記映
像信号を処理してもよい。
【００１１】
　本発明の一態様の内視鏡装置において、前記映像信号処理部は、前記第２の表示用映像
信号を生成する場合に、前記一つの像が前記他の像の上に重ねて表示されるように、かつ
前記一つの像を拡大するように前記映像信号を処理してもよい。
【００１２】
　本発明の一態様の内視鏡装置において、前記映像信号処理部は、前記第２の表示用映像
信号を生成する場合に、前記他の像が前記一つの像の上に重ねて表示されるように前記映
像信号を処理してもよい。
【００１３】
　本発明の一態様の内視鏡装置において、前記映像信号処理部は、前記第２の表示用映像
信号を生成する場合に、前記他の像が前記一つの像の上に重ねて表示されるように、かつ
前記他の像を拡大するように前記映像信号を処理してもよい。
【００１４】
　本発明の一態様の内視鏡装置において、前記映像信号処理部は、前記第１の表示用映像
信号を生成する場合に、前記一つの像を拡大するように前記映像信号を処理してもよい。
【００１５】
　本発明の一態様の内視鏡装置において、前記映像信号処理部は、前記一つの像の全体を
拡大するように前記映像信号を処理してもよい。
【００１６】
　本発明の一態様の内視鏡装置において、前記映像信号処理部は、前記一つの像のうち所
定の範囲を拡大するように前記映像信号を処理してもよい。
【００１７】
　本発明の一態様の内視鏡装置において、前記第１の表示用映像信号に基づいて計測位置
を入力する計測位置入力部を更に備え、前記計測位置入力部は、前記映像信号処理部によ
って拡大された前記第１の表示用映像信号上で前記計測位置を入力してもよい。
【００１８】
　本発明の一態様の内視鏡装置において、前記計測に関する期間は、少なくとも前記計測
位置入力部が前記計測位置を入力する期間を含んでもよい。
【００１９】
　本発明の一態様の内視鏡装置において、前記計測処理部は、前記ステレオ光学系からの
複数の像を含む前記映像信号に基づいて計測を行ってもよい。
【００２０】
　本発明の一態様の内視鏡装置において、前記ステレオ光学系からの複数の像を含む前記
映像信号を記憶媒体に記憶させる制御を行う制御部をさらに備えてもよい。
【００２１】
　本発明の一態様の内視鏡装置において、前記制御部は、前記記憶媒体に記憶された前記
映像信号を読み出し、読み出された前記映像信号から、一つの像を含む前記第１の表示用
映像信号を前記映像信号処理部に生成させ、前記表示部は、前記第１の表示用映像信号を
表示し、前記計測処理部は、前記記憶媒体に記憶された前記映像信号に基づいて計測を行
ってもよい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、計測に関する期間に、複数の光学系からの複数の像を含む映像から、
一の光学系からの像を含む映像を抽出するように映像信号を処理することによって、一の
光学系からの像を他の光学系からの像とは独立に表示することが可能となるので、表示映
像の視認性を向上することができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
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【図１】本発明の一実施形態による内視鏡装置の斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態による内視鏡装置の機能構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態による内視鏡装置が備えるコントロールユニットの構成を示
すブロック図である。
【図４】本発明の一実施形態による内視鏡装置の動作（全体処理）の手順を示すフローチ
ャートである。
【図５】本発明の一実施形態による内視鏡装置の表示画面を示す参考図である。
【図６】本発明の第１の実施形態による内視鏡装置の動作（計測処理）の手順を示すフロ
ーチャートである。
【図７】本発明の第１の実施形態による内視鏡装置の表示画面を示す参考図である。
【図８】本発明の第１の実施形態による内視鏡装置の表示画面を示す参考図である。
【図９】本発明の第１の実施形態による内視鏡装置の表示画面を示す参考図である。
【図１０】本発明の第１の実施形態の変形例による内視鏡装置の動作（計測処理）の手順
を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の第１の実施形態の変形例による内視鏡装置の表示画面を示す参考図で
ある。
【図１２】本発明の第１の実施形態の変形例による内視鏡装置の表示画面を示す参考図で
ある。
【図１３】本発明の第１の実施形態の変形例による内視鏡装置の表示画面を示す参考図で
ある。
【図１４】本発明の第１の実施形態の変形例による内視鏡装置の動作（全体処理）の手順
を示すフローチャートである。
【図１５】本発明の第１の実施形態の変形例による内視鏡装置の動作（計測処理）の手順
を示すフローチャートである。
【図１６】本発明の第２の実施形態による内視鏡装置の動作（計測処理）の手順を示すフ
ローチャートである。
【図１７】本発明の第２の実施形態による内視鏡装置の表示画面を示す参考図である。
【図１８】本発明の第２の実施形態による内視鏡装置の表示画面を示す参考図である。
【図１９】本発明の第２の実施形態による内視鏡装置の表示画面を示す参考図である。
【図２０】本発明の第２の実施形態による内視鏡装置の表示画面を示す参考図である。
【図２１】本発明の第２の実施形態の変形例による内視鏡装置の動作（計測処理）の手順
を示すフローチャートである。
【図２２】本発明の第２の実施形態の変形例による内視鏡装置の表示画面を示す参考図で
ある。
【図２３】本発明の第２の実施形態の変形例による内視鏡装置の表示画面を示す参考図で
ある。
【図２４】本発明の第２の実施形態の変形例による内視鏡装置の表示画面を示す参考図で
ある。
【図２５】本発明の第３の実施形態による内視鏡装置の動作（記録処理）の手順を示すフ
ローチャートである。
【図２６】本発明の第３の実施形態による内視鏡装置の動作（再生処理）の手順を示すフ
ローチャートである。
【図２７】本発明の第４の実施形態による内視鏡装置の動作（記録処理）の手順を示すフ
ローチャートである。
【図２８】本発明の第４の実施形態による内視鏡装置の動作（再生処理）の手順を示すフ
ローチャートである。
【図２９】従来の内視鏡装置の表示画面を示す参考図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明の実施形態について以下に詳細に説明する。なお、以下の各実施形態において同
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じ構成要素には同一の符号を付してある。また、重複する説明は省略する。
　まず、内視鏡装置の構造および基本的な動作について説明する。次に、内視鏡装置の動
作のうち、計測処理についての動作を第１の実施形態および第２の実施形態にて、映像情
報の記録処理および画像ファイル再生処理についての動作を第３の実施形態および第４の
実施形態にて説明する。計測処理と映像情報の記録処理および画像ファイル再生処理とは
個別に実行することが可能である。そのため、第１および第２の実施形態と、第３および
第４の実施形態とは、任意に組み合わせることが可能である。
【００２５】
　以下、図面を参照し、本発明の内視鏡装置の構造を説明する。図１は、本発明の計測内
視鏡装置の外観を示している。図２は、本発明による計測内視鏡装置の機能構成を示して
いる。図３は、本発明による計測内視鏡装置が備えるコントロールユニットの機能構成を
示している。
【００２６】
　本発明の計測内視鏡装置１は、被検体を撮像し、その画像から被検体の幾何学的特徴を
計測する。検査者は、種々の観察や計測を行うために、内視鏡挿入部の先端の光学アダプ
タを交換したり、内蔵された計測処理プログラムを適宜選択したり、計測処理プログラム
を適宜追加することが可能である。以下では、計測の一例としてステレオ計測を行う場合
について説明する。
【００２７】
　図１および図２が示すように、計測内視鏡装置１は、ステレオ計測用光学アダプタ２、
内視鏡挿入部３、内視鏡ユニット７、ＣＣＵ９（カメラコントロールユニット）、液晶モ
ニタ６（表示部）、リモートコントローラ５、およびコントロールユニット４からなる。
　ステレオ計測用光学アダプタ２には、視差を有する映像を取得するために所定距離だけ
離間して配置された対物レンズ２Ａ、２Ｂが略円筒状のアダプタ本体２ａ内に配置されて
いる。ステレオ計測用光学アダプタ２は、例えば、雌ねじなどが形成されたマウント部２
ｂにより、内視鏡挿入部３の先端に着脱可能に装着される。
【００２８】
　対物レンズ２Ａ、２Ｂの位置は、ステレオ計測用光学アダプタ２の軸方向先端面側に視
野を有する直視タイプと、同じく側面方向に視野を有する側視タイプとで異なるが、本発
明では直視タイプとして図示している。このため、対物レンズ２Ａ、２Ｂは、光軸をステ
レオ計測用光学アダプタ２の軸方向に向けて、先端面に設けられた入射開口の近傍に配置
されている。また、ステレオ計測用光学アダプタ２の先端面には、アダプタ本体２ａ内を
導光された照明光を被検体に向けて出射する照明窓２ｃが設けられている。尚、本発明は
デュアルレンズを有するステレオ光学系で説明されるが、例えばプリズム等のステレオ画
像を取得する光学系であっても本発明と同一の効果を奏する。また、本発明は光学アダプ
タにステレオ光学系が設けられているが、内視鏡挿入部３の先端部分にステレオ光学系が
設けられてもよい。
【００２９】
　内視鏡挿入部３は、被検体の内部に挿入されて計測部分を撮像し、撮像信号をコントロ
ールユニット４に出力する。湾曲可能に設けられた先端部には、ステレオ計測用光学アダ
プタ２などの複数の光学アダプタに共通のマウント部が設けられ、各光学アダプタが装着
可能である。特に図示しないが、先端部の内部には、光学アダプタの複数の対物レンズに
よって結像される像を撮像する、例えばＣＣＤなどの撮像素子及び照明光を被検体に照射
するライトガイドが設けられている。
【００３０】
　内視鏡挿入部３は、先端部から基端部にわたって屈曲可能な細長い管状である。内視鏡
挿入部３の内部には、撮像素子の信号線、ライトガイド本体、および先端部の湾曲を操作
するためのワイヤ機構などが配置されている（いずれも不図示）。内視鏡挿入部３にステ
レオ計測用光学アダプタ２が装着される場合には、撮像素子によって、視差を有する一対
の映像（以下、視差映像と称する）が取得される。そして、内視鏡挿入部３内部の信号線
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により撮像信号がＣＣＵ９に伝送される。
【００３１】
　内視鏡ユニット７は、内視鏡挿入部３のライトガイドに導光される照明光を発生する照
明用光源、ワイヤ機構の電動湾曲駆動ユニット、および電動湾曲駆動ユニットを駆動する
制御パラメータを記憶するためのＥＥＰＲＯＭ８などを備える。内視鏡ユニット７は、内
視鏡挿入部３の基端部に接続され、コントロールユニット４に内蔵されている。
【００３２】
　ＣＣＵ９は、内視鏡挿入部３に設けられた撮像素子の撮像を制御し、撮像素子で取得さ
れた撮像信号を、例えばＮＴＳＣ信号などの映像信号に変換する。そしてその映像信号を
入力映像信号１００（図３参照）としてコントロールユニット４に出力する。このように
、ステレオ計測用光学アダプタ２、内視鏡挿入部３、内視鏡ユニット７、ＣＣＵ９は、ス
テレオ計測用光学アダプタを含む内視鏡からなり、視差映像を取得する映像信号取得部３
０（図３参照）を構成している。
【００３３】
　液晶モニタ６は、コントロールユニット４から出力される表示用映像信号１０１ａ（図
３参照）に基づいて、被検体の映像およびその他の情報を表示する。液晶モニタ６は、表
示部３３（図３参照）を構成するこれらの映像、情報はそれぞれ必要に応じて単独に、ま
たは合成して表示される。本発明のようにステレオ計測を行う場合には、表示用映像信号
１０１ａは視差映像の一方または両方を含む。
【００３４】
　その他の情報としては、例えば、後述するリモートコントローラ５などの操作部からの
操作入力情報や、操作メニュー、操作用のグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）
（以下、これら操作関連の情報を操作画面画像と総称する。）が挙げられる。また、計測
時に用いるカーソル画像の表示や、計測結果などを表示する計測用情報１０２（図３参照
）が挙げられる。
【００３５】
　リモートコントローラ５は、計測内視鏡装置１の操作入力を行うための操作部であり、
コントロールユニット４に接続されている。リモートコントローラ５が行う操作入力とし
ては、例えば、電源のオン／オフ、キャリブレーション設定に関する操作、撮像動作に関
する操作、照明に関する操作、内視鏡挿入部３の湾曲駆動の操作、計測に関する操作、計
測時の計測精度の選択操作、液晶モニタ６に表示する映像の映像処理の選択操作、記憶媒
体などへの映像記録操作、記憶媒体などに記録された映像の読み出し操作などが挙げられ
る。これらの操作入力は、適宜ユーザインタフェースを介して行うことができる。
【００３６】
　例えば、特に図示しないが、ジョイスティック、レバースイッチ、フリーズスイッチ、
ストアースイッチ、および計測実行スイッチなどがリモートコントローラ５に設けられて
いる。これらにより検査者は、直接的に計測内視鏡装置１を操作・指示入力したり、操作
メニューの選択入力を行ったり、液晶モニタ６に表示されたＧＵＩを操作したりすること
で、種々の操作入力が行える。すなわち、リモートコントローラ５は、検査者が計測等の
操作入力を行う操作部３１（図３参照）の機能を備えている。
【００３７】
　コントロールユニット４は、撮像された映像の映像処理、および画像計測のための演算
処理を含めて、計測内視鏡装置１を制御する。本発明では、コントロールユニット４は、
ハードウエアとしては、図２に示すように、ＣＰＵ１０、ＲＯＭ１１、ＲＡＭ１２、各種
の入出力インタフェース、および映像信号処理回路１６から構成される。
【００３８】
　ＣＰＵ１０は、ＲＯＭ１１や後述する記憶媒体４４（図３参照）に記憶された制御用プ
ログラムをＲＡＭ１２にロードして実行し、後述する各機能の動作を行う。入出力インタ
フェースとして、コントロールユニット４は、例えば、ＲＳ－２３２Ｃインタフェース１
５、ＰＣカードインタフェース１３、ＵＳＢインタフェース１４などを備える。
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【００３９】
　ＲＳ－２３２Ｃインタフェース１５は、リモートコントローラ５、内視鏡ユニット７、
ＣＣＵ９との間での動作制御を行うための通信を行う。ＰＣカードインタフェース１３は
、ＰＣＭＣＩＡ準拠のＰＣカードが接続される。本発明では、ＰＣカードインタフェース
１３に主としてリムーバルの記憶媒体が接続され、装置を動作させるためのプログラムを
ロードしたり、計測に必要な設定や計測結果などに関する情報や画像情報などを記憶保存
したりするために用いられている。このため、ＰＣカードインタフェース１３には、記憶
媒体としてフラッシュメモリを用いた各種メモリカード、例えば、ＰＣＭＣＩＡメモリカ
ード１８や、コンパクトフラッシュ（登録商標）メモリカード１９が装着される。
【００４０】
　ＵＳＢインタフェース１４には、ＵＳＢ機器が接続される。本発明では、ＵＳＢインタ
フェース１４にパーソナルコンピュータ１７が着脱可能に接続される。そして、ＵＳＢイ
ンタフェース４にパーソナルコンピュータ１７が接続された場合には、記憶媒体に記憶す
る上記各種情報、あるいはＰＣカードインタフェース１３に接続された記憶媒体に記憶さ
れている各種情報を、パーソナルコンピュータ１７の内蔵メモリや記憶装置との間で授受
したり、パーソナルコンピュータ１７の表示モニタ上に再生したり、リモートコントロー
ラ５に代わってコントロールユニット４に対する各種操作入力を行ったりするための通信
を行う。
【００４１】
　このため、ＵＳＢインタフェース４にパーソナルコンピュータ１７が接続される場合、
コントロールユニット４に接続された液晶モニタ６、リモートコントローラ５、および記
憶媒体の機能を、パーソナルコンピュータ１７が兼用することができる。そのため、例え
ば、計測に関する制御や、映像処理や、画像表示などを、必要に応じてパーソナルコンピ
ュータ１７のリソースを利用して行うことができる。すなわち、この場合、パーソナルコ
ンピュータ１７は、図３における操作部３１や表示部３３の機能を備える。
【００４２】
　映像信号処理回路１６は、ＣＣＵ９から供給された入力映像信号１００（図３参照）に
、リモートコントローラ５により指定された映像処理を施して出力映像信号１０１Ａ、１
０１Ｂを生成する。そして映像信号処理回路１６は、必要に応じて出力映像信号１０１Ａ
、１０１Ｂと、ＣＰＵ１０によって生成される操作画面画像や計測用情報１０２とを合成
し、液晶モニタ６に表示するために、例えばＮＴＳＣ信号などに変換し、表示用映像信号
１０１ａとして、液晶モニタ６に出力する。
【００４３】
　次に、計測内視鏡装置１によるステレオ計測について説明する。計測内視鏡装置１によ
るステレオ計測では、以下の第１～第６の処理が少なくとも実行される。第１の処理は、
ステレオ計測用光学アダプタ２の光学データを記録した記憶媒体から光学情報を読み込む
処理である。第２の処理は、内視鏡挿入部３の先端部内に配置された撮像素子とステレオ
計測用光学アダプタ２の対物レンズ系との間の位置関係情報を読み込む処理である。
【００４４】
　第３の処理は、この位置関係情報と、基準となる内視鏡の撮像素子とこのステレオ計測
用光学アダプタ２の対物レンズ系との間の、生産時に求められた位置関係情報とから、計
測内視鏡装置１の撮像素子の位置誤差を求める処理である。第４の処理は、位置誤差から
光学データを補正する処理である。第５の処理は、補正した光学データを基に、計測する
画像を座標変換する処理である。第６の処理は、座標変換された画像を基に２画像のマッ
チングにより任意の点の三次元座標を求める処理である。
【００４５】
　ＣＰＵ１０は、例えば上記第１～第４の処理をステレオ計測用光学アダプタ２に対して
一度実行し、結果を記憶媒体上に計測環境データとして記録しておくように制御する。上
記第１～第４の処理はまとめてキャリブレーション処理と呼ばれる。これ以降に、ステレ
オ計測が実行されるときは、ＣＰＵ１０は、計測環境データをＲＡＭ１２に上にロードし
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て、上記第５、第６の処理を実行するように制御する。
【００４６】
　なお、先端部の撮像素子とステレオ計測用光学アダプタ２の対物レンズ系との間の位置
関係情報を読み込む第２の処理が行われるとき、ＣＰＵ１０はステレオ計測用光学アダプ
タ２に設けられているマスクの形状を取り込み、生産時のマスクの形状と位置とを比較す
ることにより行う。この場合、マスク形状の取り込みは、キャリブレーション用の被検体
を撮像し、白画像を取り込むことにより行われる。
【００４７】
　次に、図３を参照して、コントロールユニット４の機能について、映像信号処理回路１
６に関連する各機能ブロックを中心に説明する。コントロールユニット４の機能ブロック
は、映像信号処理部３４、信号変換部３８、画像記憶部４２、画像計測処理部４３、およ
び制御部４５からなる。ここで、映像信号処理部３４および信号変換部３８は、図２に示
した映像信号処理回路１６から構成される。
【００４８】
　ステレオ計測用光学アダプタ２、内視鏡挿入部３、内視鏡ユニット７、およびＣＣＵ９
からなる映像信号取得部３０からは、ＣＣＵ９によって輝度レベル調整やノイズ除去処理
などの前処理が施された、一対の視差映像を含む１フレーム分の映像情報が、入力映像信
号１００として映像信号処理部３４に入力される。前処理は、映像信号処理部３４が映像
処理として行ってもよい。
【００４９】
　映像信号処理部３４は、入力された入力映像信号１００に映像処理を施し、出力映像信
号１０１Ａを生成して信号変換部３８に出力する。また、映像信号処理部３４は、出力映
像信号１０１Ｂを生成して画像記憶部４２に出力できる。なお、出力映像信号１０１Ａ、
１０１Ｂは、異なる信号とは限らず、同一の映像処理が施された同一の信号であってもよ
い。
【００５０】
　信号変換部３８は、映像信号処理部３４から出力された出力映像信号１０１Ａを表示用
映像信号１０１ａとして表示部３３に出力する。その際、表示用映像信号１０１ａは、必
要に応じて、操作画面画像などの他の画像データを合成することができる。また、画像計
測処理部４３から計測用情報１０２が出力された場合には、信号変換部３８は計測用情報
１０２も合成した状態で表示用映像信号１０１ａを生成できる。
【００５１】
　映像信号処理部３４には、操作部３１からの計測開始／終了信号１０３も入力される。
　操作部３１から計測開始前及び計測終了の信号を受信した場合、映像信号処理部３４は
映像信号取得部３０からの入力映像信号１００を出力映像信号１０１Ａとして信号変換部
３８に出力する。
【００５２】
　画像記憶部４２は、映像信号処理部３４から出力される出力映像信号１０１Ｂを静止画
像データとして記憶するためのもので、ＲＡＭ１２上に設けられる。また、操作部３１か
ら画像記録信号１０４が入力されると、制御部４５による制御に従って、静止画像データ
が画像記憶部４２から読み出される。そして静止画像データは記憶媒体４４へ出力され、
記憶媒体４４に記憶される。
【００５３】
　画像計測処理部４３は、画像記憶部４２に記憶された静止画像データを用いて計測処理
を行うと共に、計測の操作入力に必要な計測用ＧＵＩ画像を生成する。本発明では、画像
計測処理部４３は、周知のアルゴリズムによりステレオ計測を行う。例えば、操作部３１
によって、液晶モニタ６の表示画像上で計測点が入力されると、画像計測処理部４３は計
測点に対応する各視差映像の対応点の位置情報を、それぞれの輝度情報に基づいてマッチ
ング処理して取得する。そして画像計測処理部４３は、三角測量の原理により計測点の３
次元座標を算出する。
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【００５４】
　計測点の情報などは、例えば、液晶モニタ６上の位置合わせカーソルをリモートコント
ローラ５などで操作するＧＵＩを通して取得された計測入力情報１０７として画像計測処
理部４３に入力されたものを用いる。このステレオ計測の計測結果は、計測距離や計測点
のマークなどを含む計測用ＧＵＩ画像と共に、計測用情報１０２として、信号変換部３８
に出力され、信号変換部３８で出力映像信号１０１Ａの映像に合成されて、表示部３３に
表示する。
【００５５】
　制御部４５は、ＣＰＵ１０、ＲＯＭ１１、およびＲＡＭ１２からなる。ＲＯＭ１１に格
納されている制御用プログラムをＣＰＵ１０が読み出してＲＡＭ１２にロードし、制御用
プログラムに記述されている命令をＣＰＵ１０が実行することにより、制御部４５は各部
の動作を制御する。なお、図３では、図示が煩雑となることを避けるため、制御部４５と
各部を結ぶ矢印を省略している。
【００５６】
　次に、計測内視鏡装置１の基本的動作について説明する。計測開始前に、ステレオ計測
用光学アダプタ２の光学特性情報、例えば倍率情報やレンズの歪み特性情報等の設定が行
われる。これは、検査者がリモートコントローラ５を用いて入力してもよいし、記憶媒体
に記憶された条件を読み出してもよい。この光学特性情報はＲＡＭ１２に記憶される。検
査者は、ステレオ計測用光学アダプタ２が装着された内視鏡挿入部３を被検体に挿入し、
リモートコントローラ５により先端部の湾曲を調整して、被検体の所望の計測部位に向け
る。
【００５７】
　ステレオ計測用光学アダプタ２を通して撮像素子に結像した像は、ＣＣＵ９を通して入
力映像信号１００としてコントロールユニット４に出力される。そして、被検体の映像が
液晶モニタ６に表示される。検査者は、その映像を見ながら被検体の計測位置を設定する
。そして、計測点を設定する位置合わせカーソルが液晶モニタ６に表示される。例えば、
距離計測を行う場合、検査者は２点の計測点を指定する。そして、検査者は、例えば、リ
モートコントローラ５の操作部３１から計測開始スイッチを押すといった操作入力を行う
。すると、操作部３１は、計測開始信号１０３を映像信号処理部３４に、計測入力情報１
０７を画像計測処理部４３に、それぞれ出力する。
【００５８】
　映像信号処理部３４によって映像処理された出力映像信号１０１Ａは信号変換部３８へ
出力される。また、映像信号処理部３４からの出力映像信号１０１Ｂは、静止画像データ
として、画像記憶部４２に記憶される。ここで、出力映像信号１０１Ｂは、入力映像信号
１００と同じ映像信号であってもよいし、計測精度に影響を与えない程度の画像処理（輪
郭補正等）を入力映像信号１００に施したものでもよい。
【００５９】
　出力映像信号１０１Ｂが画像記憶部４２に記憶されると、画像計測処理部４３は、計測
入力情報１０７に基づいて画像計測演算を開始する。そして、計測結果を、計測用情報１
０２として信号変換部３８に出力する。信号変換部３８は、出力映像信号１０１Ａに計測
用情報１０２を合成した表示用映像信号１０１ａを生成し、液晶モニタ６に出力する。こ
れにより、表示用映像信号１０１ａの映像が液晶モニタ６に表示される。
【００６０】
　次に、計測内視鏡装置１の計測動作について、フローチャートおよび表示画面の例を参
照しながら説明する。図４は計測内視鏡装置１の全体動作の手順を示している。計測内視
鏡装置１は、電源が投入されると、ステレオ計測用光学アダプタ２を通して取得した映像
を液晶モニタ６に表示する映像表示モードで動作する。そして計測内視鏡装置１は、リモ
ートコントローラ５などの操作部から操作入力が発生すると、操作入力に応じた各種処理
モードで動作する。以下では、各種処理モードとして、計測処理、映像情報の記録処理、
画像ファイル再生処理を行うモードの場合の例で説明する。
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【００６１】
　まず、図４に示すように、ＳＴ１０１では、映像信号取得部３０は１フレーム分の映像
情報を取得する。すなわち、映像信号取得部３０から入力映像信号１００がコントロール
ユニット４の映像信号処理部３４に出力され、映像信号処理部３４によって１フレーム分
の入力映像信号１００が映像情報として取得される。
【００６２】
　続いて、ＳＴ１０２では、映像信号処理部３４は入力映像信号１００の１フレーム分の
映像信号をそのまま出力映像信号１０１Ａとして信号変換部３８に出力する。信号変換部
３８は他の画像データと合成した表示用映像信号１０１ａを表示部３３に出力する。これ
により、映像信号取得部３０が取得した映像信号に基づく映像が表示部３３に表示される
。ＳＴ１０２が終了すると、処理がＳＴ１０３に移行する。
【００６３】
　ＳＴ１０３では、制御部４５は、操作入力が行われたかどうかを確認し、操作入力が行
われていた場合には、操作入力に応じたそれぞれの処理を実行する。例えば、計測を起動
する操作入力が行われていた場合には、処理がＳＴ１０４に移行する。また、後述する画
像ファイルに映像情報を記録する操作入力が行われていた場合には、処理がＳＴ１０５に
移行する。また、後述する画像ファイルとして記録された映像情報を再生する操作入力が
行われていた場合には、処理がＳＴ１０６に移行する。一方、操作入力が行われていない
場合には、処理がＳＴ１０１に移行して、次の１フレーム分の映像情報を取得し、上記を
繰り返す。
　これにより、操作入力が発生しない場合は、現在の映像処理が施された１フレームごと
の映像を表示部３３に略リアルタイムで表示する映像表示モードが実現される。
【００６４】
　図５は、このような映像表示モードにおける表示画面の一例を示している。映像表示モ
ードでは、表示画面６０は、表示部３３の画面の上下および中央にＩ字状に設けられた表
示領域と、この表示領域を除く２つの略矩形の表示領域とからなる。図示左側の表示領域
に視差映像６１Ｌ、同じく右側の表示領域に視差映像６１Ｒが、略リアルタイムに表示さ
れる。視差映像６１Ｌ、６１Ｒは、それぞれステレオ計測用光学アダプタ２の対物レンズ
２Ｂ、２Ａを通して同時に取得された一対の像に対応した一対の視差映像である。
【００６５】
　図５の例では、それぞれの視差映像の下半部に、３次元形状を有する被検体６２（ター
ビンブレード列など）が表示されている。表示画面６０には、この他、画像情報や文字情
報などを、適宜、重畳表示することができる。本発明では、視差映像６１Ｌの下側の領域
に、現在の日時が日時情報６３としてリアルタイムに表示されている。
【００６６】
〔第１の実施態様〕
　以下、図面を参照し、本発明の第１の実施形態を説明する。本実施形態は計測処理、す
なわち、図４のＳＴ１０２において、操作入力として、計測を起動する操作入力が行われ
ていた場合の動作に関する。まず、操作入力として、計測を起動する操作入力が行われて
いた場合、すなわち、操作部３１から計測開始信号１０３が入力されていた場合、ＳＴ１
０４として、図６に示す計測処理が実行される。ただし、ＳＴ１１０～ＳＴ１１２の処理
は出力映像信号１０１Ａを生成する処理、ＳＴ１１３の処理は出力映像信号１０１Ｂを生
成する処理であり、それぞれは２系統で同時並行的に処理される。
【００６７】
　ＳＴ１１０では、映像信号処理部３４は、映像信号取得部３０からの入力映像信号１０
０に対して、映像を図５の視差映像６１Ｌと６１Ｒの２つの映像に分割する処理を行う。
すなわち、映像信号処理部は取得された映像情報を視差映像毎に分割する。
【００６８】
　続いて、ＳＴ１１１では、映像信号処理部３４は、ＳＴ１１０で分割された２つの視差
映像のうち、一方の視差映像（視差映像６１Ｌ）に拡大処理を施す。拡大処理後の視差映
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像６１Ｌａに基づく映像信号が、出力映像信号１０１Ａとして信号変換部３８に出力され
る。本実施形態においては、拡大処理後の視差映像６１Ｌａの縦方向の長さと、表示部３
３の画面の縦方向の長さとが略同一となるように、映像信号処理部３４は視差映像６１Ｌ
の全体を拡大処理して視差映像６１Ｌａとする。
【００６９】
　続いて、ＳＴ１１２では、信号変換部３８は、拡大処理後の視差映像６１Ｌａに基づく
出力映像信号１０１Ａに対して、画像計測処理部４３において生成された計測用情報１０
２を重畳し、表示用映像信号１０１ａとして表示部３３に出力する。表示部３３は、表示
用映像信号１０１ａに基づいて、拡大処理後の視差映像６１Ｌａを表示する。２つの視差
映像６１Ｌおよび６１Ｒの一方を表示することによって、検査者に対する視認性を上げる
ことができる。また、１つの視差映像を拡大して表示することにより、視認性をより向上
させることができる。本例では視差映像６１Ｌを使用するが、もう一方の視差映像６１Ｒ
を使用してもよい。
【００７０】
　上記のＳＴ１１０～ＳＴ１１２と並行してＳＴ１１３が処理される。ＳＴ１１３では、
映像信号処理部３４から出力映像信号１０１Ｂが画像記憶部４２に出力され、画像記憶部
４２に一時記憶される。この出力映像信号１０１Ｂは、入力映像信号１００と同様に、視
差映像６１Ｌと６１Ｒの両方を含む映像に基づく映像信号である。本実施形態では、画像
計測処理部４３によって実行されるステレオ計測処理は、計測点の３次元座標を三角測量
の原理で求める。よって、画像記憶部４２に、表示用映像信号１０１ａとは別に、左右の
視差映像の両方を有する計測用映像信号１０１ｂが一時記憶されている。
【００７１】
　図７は、計測起動時における表示画面６０Ａの一例を示している。表示画面６０Ａでは
、拡大処理後の視差映像６１Ｌａ、日時情報６３の他に、計測用ＧＵＩ画像に対応した計
測条件情報６４、操作用アイコン６５、計測用カーソル６６、メッセージ情報６７、画像
マッチング度情報６８などが表示される。
　表示画面６０Ａは、左右に並置される２つの略矩形の表示領域からなる。２つの表示領
域のうち、左側の表示領域は、図５に示した表示画面６０において視差映像６１Ｌが表示
される表示領域と相似である。その縦方向の長さは表示部３３の画面の縦方向の長さと略
同一となるように、図５に示した表示画面６０において視差映像６１Ｌが表示される表示
領域を拡大されている。拡大処理後の視差映像６１Ｌａは、表示画面６０Ａの左側の表示
領域に表示される。日時情報６３、計測条件情報６４、操作用アイコン６５、メッセージ
情報６７、画像マッチング度情報６８などは、表示画面６０Ａの右側の表示領域に表示さ
れる。計測用カーソル６６は、拡大処理後の視差映像６１Ｌａに重畳表示される。
　このように、本実施形態では、図５に示した表示画面６０において視差映像６１Ｌおよ
びＲが表示されていなかった領域まで、視差映像６１Ｌの全体が拡大処理されて視差映像
６１Ｌａとして表示される。
【００７２】
　計測条件情報６４は、現在の計測条件の情報を表示するものである。本実施形態では、
一例として使用中のステレオ計測用光学アダプタ２の種類が表示されている。操作用アイ
コン６５は、一例として、実行する計測演算の種類、例えば、距離（「二点間」）、深さ
、面積、角度などを設定する計測切替アイコン６５ａ、計測用カーソル６６の形状や色の
変更等、種々の設定の変更のためのモード切替アイコン６５ｂ、計測点、計測実行結果等
をクリアするクリアアイコン６５ｃ、計測処理を終了する終了アイコン６５ｄ、後述する
表示画面６０Ａの表示形態を切り替える指示を入力するための表示切替アイコン６５ｅか
らなる。
【００７３】
　計測用カーソル６６は、操作部３１からの操作入力に応じて表示画面６０Ａ上で計測点
を入力したり、アイコンやメニュー選択などの操作を行ったりするためのものである。メ
ッセージ情報６７は、操作や計測に関する情報を種々の文字情報や数値情報として表示す
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るものである。例えば、図７では、操作ガイダンス（例：ＰＵＴ　Ｍ１=１点目の計測点
の入力）が表示されている。
【００７４】
　画像マッチング度情報６８は、検査者が入力した、一方の視差映像（本例では視差映像
６１Ｌ）上の指定位置に対応する位置における、一方の視差映像ともう一方の視差映像（
本例では視差映像６１Ｒ）との画像のマッチング（一致）度合い（以下、マッチング度と
する）を示している。このマッチング度は、画像計測処理部４３によって算出される。マ
ッチング度は６個の四角いインジケータで示され、マッチング度が強いほど（より指定位
置での画像が一致しているほど）、四角いインジケータは少なく表示される。
　また、画像マッチング度情報６８に替えて、物体距離情報が表示されてもよい。
　物体距離情報は、内視鏡挿入部３の先端部と被検体６２との距離の度合を表示する。こ
の物体距離は、画像計測処理部４３によって算出される。物体距離は６個の四角いインジ
ケータで示され、物体距離が近いほど、四角いインジケータは少なく表示される。
　また、本例ではマッチング度情報及び物体距離情報が四角いインジケータで表現されて
いるが、数値やその他の形態で表現されてもよい。
【００７５】
　図６に示すように、以上のＳＴ１１２およびＳＴ１１３が終了すると、処理がＳＴ１１
４に移行する。
【００７６】
　ＳＴ１１４では、図７のメッセージ情報６７として、計測点入力を促すメッセージが表
示され、計測点入力を受け付ける。検査者は、表示部３３の表示画面６０Ａを見ながら、
操作部３１によって計測用カーソル６６を移動させ、画面上で位置を選択することで計測
点を入力する。そして、位置が選択されるごとに、視差映像６１Ｌ（拡大処理後の視差映
像６１Ｌａ）上の座標情報が取得され、図８に示すように、例えばＸ字状の選択位置表示
図形６９ａ、６９ｂが拡大処理後の視差映像６１Ｌａに重畳される。例えば、距離測定の
場合、検査者がこのようにして２箇所の位置を指定することで、ＳＴ１１４が終了し、処
理がＳＴ１１５に移行する。
【００７７】
　ＳＴ１１５では、画像計測処理部４３は、ＳＴ１１３において画像記憶部４２に一時記
憶された出力映像信号１０１Ｂを画像記憶部４２から読み出す。続いて、画像計測処理部
４３は、読み出された出力映像信号１０１Ｂに基づく静止画像データに基づいて、ＳＴ１
１４で入力された視差映像６１Ｌの計測位置に対応する視差映像６１Ｒでの対応位置を画
像マッチング処理により探す。
【００７８】
　ＳＴ１１６では、画像計測処理部４３は、ＳＴ１１４で入力された視差映像６１Ｌの計
測位置と、ＳＴ１１５で探された視差映像６１Ｌの計測位置に対応する視差映像６１Ｒで
の対応位置とに基づき、２つの映像の視差を利用して計測処理を行う。
【００７９】
　続いて、ＳＴ１１７では、画像計測処理部４３は、ＳＴ１１６において行われた計測処
理の結果を計測用情報１０２として信号変換部３８に出力する。信号変換部３８は、映像
信号処理部３４からの出力映像信号１０１Ａに対して、画像計測処理部４３において生成
された計測用情報１０２を重畳し、表示用映像信号１０１ａとして表示部３３に出力する
。表示部３３は、表示用映像信号１０１ａに基づいて、拡大処理後の視差映像６１Ｌａを
表示する。この結果、図８に示すように、計測結果情報７０が表示される。一例として、
図８では２点間（６９ａ、６９ｂ）の計測距離Ｌが「Ｌ＝２．３４ｍｍ」と表示されてい
る。
【００８０】
　続いて、ＳＴ１１８では、制御部４５は、操作部３１において計測を終了させる操作が
行われたかどうかを確認する。計測を終了させる操作が行われていなかった場合には、処
理がＳＴ１１４に移行する。また、計測を終了させる操作が行われていた場合には、計測
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処理が終了し、処理が図４のＳＴ１０１に移行する。これにより、計測内視鏡装置１の動
作が映像表示モードに移行し、次フレームの映像情報を取得する動作が行われる。
【００８１】
　上述した通り、図６のＳＴ１１５において、検査者が一方の視差映像（本例では視差映
像６１Ｌ）上で指定した位置と、もう一方の視差映像（本例では視差映像６１Ｒ）上の位
置とにおける画像のマッチング度が算出され、その算出結果がＳＴ１１７で表示される。
このとき、拡大処理後の視差映像６１Ｌａのみが表示された図７の表示画面６０Ａと、視
差映像６１Ｌおよび６１Ｒの両方が表示された表示画面（図２９に示した従来の表示画面
１４０と同様の表示画面）とを切り替えて表示できるようにしてもよい。
【００８２】
　例えば、検査者が図７の画像マッチング度情報６８を見て、表示切替アイコン６５ｅを
選択すると、制御部４５は、表示画面の切替指示が入力されたことを認識し、表示画面を
切り替える処理を実行する。映像信号処理部３４は、制御部４５からの指示に基づいて、
視差映像６１Ｌおよび６１Ｒの両方を含む映像に基づく映像信号を出力映像信号１０１Ａ
として信号変換部３８に出力する。この結果、視差映像６１Ｌおよび６１Ｒの両方が表示
された表示画面に画面が戻る。これによって検査者は、視差映像６１Ｌと６１Ｒ上で指定
点が一致しているかどうかを目視で確認することができる。
【００８３】
　また、マッチング度が低かった場合に、視差映像６１Ｌおよび６１Ｒの両方が表示され
た表示画面を自動的に表示し、視差映像６１Ｌと６１Ｒ上で指定点が一致しているかどう
かを検査者に目視で確認させるようにしてもよい。この場合、制御部４５は、画像計測処
理部４３によって算出されたマッチング度を閾値と比較することによって、マッチング度
が低いかどうかを判断する。制御部４５はその判断結果に応じて、表示画面を切り替える
かどうかを決定する。マッチング度との比較に用いられる閾値は固定値であってもよいし
、ユーザによって設定されてもよい。マッチング度が低かった場合、制御部４５は表示画
面を切り替える処理を実行する。映像信号処理部３４は、制御部４５からの指示に基づい
て、視差映像６１Ｌおよび６１Ｒの両方を含む映像に基づく映像信号を出力映像信号１０
１Ａとして信号変換部３８に出力する。
【００８４】
　また、図９に示すように、表示画面６０Ａにおいて、視差映像間で指定点が一致してい
るかどうかを検査者に目視で確認させるため、制御部４５は、視差映像６１Ｒのうち、視
差映像６１Ｌ（視差映像６１Ｌａ）上で検査者が指定した位置の周辺を抽出した周辺映像
８０を重畳表示してもよい。また、図９では、拡大処理後の視差映像６１Ｌａの上に周辺
映像８０が重ねて表示されているが、周辺映像８０の上に拡大処理後の視差映像６１Ｌａ
が重ねて表示されるようにしてもよい。また、図７に示した表示画面６０Ａと、図９に示
した表示画面６０Ａとが、表示切替アイコン６５ｅの操作に応じて切り替わるようにして
もよい。
【００８５】
　また、入力された計測点に関するマッチング度が所定の閾値より小さい場合、制御部４
５は、自動的に表示部３３の表示画面に視差映像６１Ｌおよび６１Ｒの両方を表示し、検
査者に計測点を修正させるようにしてもよい。この場合、図１０に示すように、図６のＳ
Ｔ１１５とＳＴ１１６との間に、ＳＴ１２０～ＳＴ１２４が追加される。
【００８６】
ＳＴ１２０では、制御部４５は、画像計測処理部４３によって算出されたマッチング度を
閾値と比較し、マッチング度が所定の閾値以上であるかどうかを確認する。マッチング度
が所定の閾値以上である場合は、処理がＳＴ１１６に移行する。マッチング度が所定の閾
値より小さい場合は、図１１に示すように、画像マッチング処理にエラーがあったとのメ
ッセージがメッセージ情報６７に表示され、処理がＳＴ１２１に移行する。
【００８７】
ＳＴ１２１では、制御部４５は表示画面を切り替える処理を実行する。映像信号処理部３
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４は、制御部４５からの指示に基づいて、ＳＴ１１３で画像記憶部４２に一時記憶されて
いる視差映像６１Ｌおよび６１Ｒの両方を含む映像に基づく映像信号を出力映像信号１０
１Ａとして信号変換部３８に出力する。この結果、図１２に示すように、表示部３３の表
示画面には、視差映像６１Ｌおよび６１Ｒの両方が表示される。
【００８８】
ＳＴ１２２では、検査者は、視差映像６１Ｌおよび６１Ｒの両方が表示された表示画面を
見ながら、操作部３１によって計測用カーソル６６を移動させ、画面上で位置を選択する
ことで計測点を修正する。修正された位置に対応して、視差映像６１Ｌおよび６１Ｒ上の
座標情報が再度取得される。
【００８９】
ＳＴ１２３では、制御部４５は表示画面を切り替える処理を実行する。映像信号処理部３
４は、制御部４５からの指示に基づいて、拡大処理後の視差映像６１Ｌａに基づく映像信
号を出力映像信号１０１Ａとして信号変換部３８に出力する。信号変換部３８は、出力映
像信号１０１Ａに対して、修正後の計測用情報１０２を重畳し、表示用映像信号１０１ａ
として表示部３３に出力する。この結果、図１３に示すように、表示部３３には、拡大処
理後の視差映像６１Ｌａが再表示される。
　これにより、計測点に関するマッチング度が所定の閾値以上となるように計測点が修正
されて、処理がＳＴ１２４に移行する。
【００９０】
　ＳＴ１２４では、制御部４５は、操作部３１において計測点の入力を終了させる操作が
行われたかどうかを確認する。計測の入力を終了させる操作が行われていなかった場合に
は、処理がＳＴ１１４に移行する。また、計測点の入力を終了させる操作が行われていた
場合には、処理がＳＴ１１６に移行し、計測処理が行われる。
　すなわち、ＳＴ１２０～ＳＴ１２３は、計測に必要な計測点の数に応じて繰り返される
。
【００９１】
　なお、ＳＴ１２０においてマッチング度が所定の閾値より小さいと判定された場合に、
ＳＴ１２２において、ＳＴ１１４で入力された計測点をクリアし、再度計測点を入力する
ようにしてもよい。
【００９２】
　本実施形態によると、計測に関する期間（計測処理が開始された時点から、計測を行っ
て計測結果を生成した時点までの少なくとも一部を含む期間）において、操作部３１から
計測開始信号１０３が入力されると、拡大処理された視差映像６１Ｌａが表示される。検
査者は、計測点の入力などの操作を、拡大処理後の視差映像６１Ｌａが表示される表示画
面を見ながら行う。これによって、表示映像の視認性を向上することができ、検査者がど
ちらの視差映像に対して計測点の入力等の操作を行うのか混乱しなくなることが期待でき
る。
　また、１つの視差映像を拡大して表示することにより、視認性をより向上させることが
できる。
【００９３】
　図１４および図１５は、２つの視差映像６１Ｌおよび６１Ｒの一方を拡大して表示する
タイミングが変更された例を示す。
【００９４】
　図４のＳＴ１０２では、Ｓ１０１において取得された１フレーム分の入力映像信号１０
０の映像信号をそのまま出力映像信号１０１Ａとして信号変換部３８に出力する。すなわ
ち、操作入力が発生しない場合は、視差映像６１Ｌと６１Ｒの両方を含む映像が表示部３
３に表示されている。
　しかしながら、図１４に示すように、本変形例では、ＳＴ１０１において１フレーム分
の映像情報が取得されると、図４のＳＴ１０２の処理の代わりに、ＳＴ１３０～１３３の
処理が実行される。これらＳＴ１３０～１３３では、図６のＳＴ１１０～１１３と同様の
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処理が行われる。すなわち、本変形例では、Ｓ１０１において取得された１フレーム分の
入力映像信号１００に対して、映像を２つの視差映像６１Ｌおよび６１Ｒに分割し（ＳＴ
１３０）、一方の視差映像６１Ｌに拡大処理を施し（ＳＴ１３１）、拡大処理後の一方の
視差映像６１Ｌａを表示部３３に表示する（ＳＴ１３２）。
　このように、映像表示モード（被写体の映像信号がリアルタイムに表示されているとき
）において、映像信号処理部３４が視差映像６１Ｌａを出力映像信号１０１Ａとして出力
するようにしてもよい。
【００９５】
　このとき、処理が映像表示モードから計測モードに移行しても、視差映像６１Ｌａが出
力映像信号１０１Ａとして計測モード中に引き続き表示される。
　すなわち、図１４のＳＴ１０３において、計測を起動する操作入力が行われると、処理
がＳＴ１０４に移行する。本変形例における計測処理では、図１５に示すように、ＳＴ１
１４～１１８の処理が実行される。映像表示モードにおいて、拡大処理後の一方の視差映
像６１Ｌａを表示する処理が既に行われているので、図６のＳＴ１１０～１１３に相当す
る処理は省略される。
【００９６】
〔第２の実施態様〕
　以下、図面を参照し、本発明の第２の実施形態を説明する。第１の実施形態と第２の実
施形態とは、視差映像の拡大処理が異なる。第１の実施形態では、視差映像６１Ｌの全体
が自動的に拡大処理されるが、第２の実施形態では、視差映像６１Ｌのうち検査者により
指定された領域が拡大処理される。
【００９７】
　図１６に示されるように、ＳＴ２００では、映像信号処理部３４は、映像信号取得部３
０からの入力映像信号１００に対して、映像を図５の視差映像６１Ｌと６１Ｒの２つの映
像に分割する処理を行うことによって、取得された映像情報を視差映像毎に分割する。分
割された２つの視差映像のうち、一方の視差映像（視差映像６１Ｌ）に基づく映像信号が
、出力映像信号１０１Ａとして信号変換部３８に出力される。
【００９８】
　続いて、ＳＴ２０１では、信号変換部３８は、視差映像６１Ｌに基づく出力映像信号１
０１Ａに対して、画像計測処理部４３において生成された計測用情報１０２を重畳し、表
示用映像信号１０１ａとして表示部３３に出力する。表示部３３は、表示用映像信号１０
１ａに基づいて、視差映像６１Ｌを表示する。
【００９９】
　上記のＳＴ２００、ＳＴ２０１と並行してＳＴ１１３が処理される。ＳＴ１１３の処理
は第１の実施形態と同一である。
【０１００】
　図１７は、このような計測起動時における表示画面６０Ｂを示している。表示画面６０
Ｂでは、視差映像６１Ｌ、日時情報６３、計測条件情報６４、操作用アイコン６５、メッ
セージ情報６７、拡大用カーソル７２などが表示される。
　表示画面６０Ｂは、表示画面６０Ｂの略中央に配され、図５に示した表示画面６０にお
いて視差映像６１Ｌが表示される表示領域と同じ大きさの表示領域と、この表示領域の周
囲を囲む枠状の表示領域とからなる。
　視差映像６１Ｌは、表示画面６０Ｂの略中央の表示領域に表示される。また、日時情報
６３、計測条件情報６４、操作用アイコン６５、メッセージ情報６７などは、枠状の表示
領域の上下に表示される。
【０１０１】
拡大用カーソル７２は、操作部３１からの操作入力に応じて表示画面６０Ａ上で拡大領域
を指定するためのものである。拡大用カーソル７２は、視差映像６１Ｌに重畳表示される
。
【０１０２】
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　図１６に示すように、以上のＳＴ２００およびＳＴ２０１が終了すると、処理がＳＴ２
０２に移行する。ＳＴ２０２では、視差映像６１Ｌにおいて拡大する領域が指定される。
まず、図１７に示すように、メッセージ情報６７として、拡大領域の指定を促すメッセー
ジが表示され、制御部４５が拡大領域の入力を受け付ける。検査者は視差映像６１Ｌが表
示されている表示部３３の表示画面６０Ｂを見ながら、操作部３１によって拡大用カーソ
ル７２を移動させ、画面上で任意の２点７３ａ、７３ｂを選択することで拡大領域を入力
する。選択された２点７３ａ、７３ｂを結ぶ線分を対角線とする長方形が拡大領域として
指定される。指定された拡大領域の情報は、映像信号処理部３４に出力される。
【０１０３】
　なお、図１８に示すように、ＳＴ２０２において、検査者は視差映像６１Ｌが表示され
ている表示部３３の表示画面６０Ｂを見ながら、操作部３１によって拡大用カーソル７２
を移動させ、画面上で任意の１点７３ｃを選択することで拡大領域を入力してもよい。こ
の場合、選択された１点７３ｃを中心とした所定の領域が拡大領域として指定される。
【０１０４】
　ＳＴ２０３では、映像信号処理部３４は、ＳＴ２０２における拡大領域の情報に基づい
て、視差映像６１Ｌに拡大処理を施す。拡大処理後の視差映像６１Ｌａに基づく映像信号
が、出力映像信号１０１Ａとして信号変換部３８に出力される。信号変換部３８は、拡大
処理後の視差映像６１Ｌａに基づく出力映像信号１０１Ａに画像計測処理部４３において
生成された計測用情報１０２を重畳し、表示用映像信号１０１ａとして表示部３３に出力
する。表示部３３は、表示用映像信号１０１ａに基づいて、視差映像６１Ｌの代わりに、
拡大処理後の視差映像６１Ｌａを再表示する。
【０１０５】
　図１９は、このようなＳＴ２０２およびＳＴ２０３における拡大処理後の表示画面６０
Ｃを示している。表示画面６０Ｃでは、拡大処理後の視差映像６１Ｌａ、日時情報６３、
計測条件情報６４、操作用アイコン６５、計測用カーソル６６、メッセージ情報６７、画
像マッチング度情報６８などが表示される。
　表示画面６０Ｃは、図１７の表示画面６０Ｂと同様、表示画面６０Ｃの略中央に配され
、図５に示した表示画面６０において視差映像６１Ｌが表示される表示領域と同じ大きさ
の表示領域と、この表示領域の周囲を囲む枠状の表示領域とからなる。
　拡大処理後の視差映像６１Ｌａは、表示画面６０Ｃの略中央の表示領域に表示される。
また、日時情報６３、計測条件情報６４、操作用アイコン６５、メッセージ情報６７、画
像マッチング度情報６８などは、枠状の表示領域の上下に表示される。計測用カーソル６
６は、拡大処理後の視差映像６１Ｌａに重畳表示される。
【０１０６】
　図２０に示すように、信号変換部３８が拡大前後で表示形態（メニューの表示位置など
）を変更し、拡大処理後の表示画面６０Ｄを、図７に示す表示画面６０Ａと同様、左右に
並置される２つの略矩形の表示領域とで構成してもよい。この場合、拡大処理後の視差映
像６１Ｌａは、表示画面６０Ｄの左側の表示領域に表示される。日時情報６３、計測条件
情報６４、操作用アイコン６５、メッセージ情報６７、画像マッチング度情報６８などは
、表示画面６０Ｄの右側の表示領域に表示される。計測用カーソル６６は、拡大処理後の
視差映像６１Ｌａに重畳表示される。
【０１０７】
　以上のＳＴ２０３が終了すると、処理がＳＴ１１４に移行する。ＳＴ１１４～ＳＴ１１
８の処理は第１の実施形態と同一である。
【０１０８】
　本実施形態によると、計測に関する期間（計測処理が開始された時点から、計測を行っ
て計測結果を生成した時点までの少なくとも一部を含む期間）において、検査者が拡大領
域を指定すると、視差映像６１Ｌのうち検査者により指定された領域が拡大処理されて視
差映像６１Ｌａとして表示される。検査者は、計測点の入力などの操作を、拡大処理後の
視差映像６１Ｌａが表示される表示画面を見ながら行う。したがって、本実施形態におい
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ても、第１の実施形態と同様の効果を奏することができる。さらに、本実施形態によれば
、視差映像６１Ｌの拡大領域を測定者が任意に指定することができるので、視認性がさら
に向上する。
【０１０９】
　なお、拡大用カーソル７２は計測用カーソル６６と形状、色などが異なるよう表示され
てもよい。また、拡大領域の指定時には、画像マッチング度情報６８を表示しないようし
てもよい。
【０１１０】
〔第２の実施形態の変形例〕
　以下、図面を参照し、本発明の第２の実施形態の変形例を説明する。
【０１１１】
　図２１に示すように、ＳＴ２１０では、映像信号処理部３４は、映像信号取得部３０か
らの入力映像信号１００をそのまま出力映像信号１０１Ａとして信号変換部３８に出力す
る。すなわち、本変形例では、視差映像６１Ｌおよび６１Ｒに基づく映像信号が、出力映
像信号１０１Ａとして信号変換部３８に出力される。続いて、信号変換部３８は、視差映
像６１Ｌおよび６１Ｒに基づく出力映像信号１０１Ａに対して、画像計測処理部４３にお
いて生成された計測用情報１０２を重畳し、表示用映像信号１０１ａとして表示部３３に
出力する。表示部３３は、表示用映像信号１０１ａに基づいて、視差映像６１Ｌおよび６
１Ｒを表示する。
【０１１２】
　図２２は、このような計測起動時における表示画面６０Ｅを示している。表示画面６０
Ｅでは、視差映像６１Ｌおよび６１Ｒ、日時情報６３、計測条件情報６４、操作用アイコ
ン６５、メッセージ情報６７、拡大用カーソル７２などが表示される。視差映像６１Ｌお
よび６１Ｒ、日時情報６３、計測条件情報６４、操作用アイコン６５、メッセージ情報６
７などは、図５の表示画像６０と同様に表示される。拡大用カーソル７２は、視差映像６
１Ｌに重畳表示される。
【０１１３】
　ＳＴ２１１では、視差映像６１Ｌにおいて拡大する領域が指定される。まず、図２２に
示すように、メッセージ情報６７として、拡大領域の指定を促すメッセージが表示され、
制御部４５が拡大領域の入力を受け付ける。検査者は視差映像６１Ｌが表示されている表
示部３３の表示画面６０Ｅを見ながら、操作部３１によって拡大用カーソル７２を移動さ
せ、画面上で任意の２点７３ａ、７３ｂを選択することで拡大領域を入力する。選択され
た２点７３ａ、７３ｂを結ぶ線分を対角線とする長方形が拡大領域として指定される。指
定された拡大領域の情報は、映像信号処理部３４に出力される。
【０１１４】
　続いて、ＳＴ２１２では、映像信号処理部３４は、映像信号取得部３０からの入力映像
信号１００に対して、映像を図５の視差映像６１Ｌと６１Ｒの２つの映像に分割する処理
を行うことによって、取得された映像情報を視差映像毎に分割する。
【０１１５】
　続いて、ＳＴ２１３では、映像信号処理部３４は、ＳＴ２１１における拡大領域の情報
に基づいて、ＳＴ２１２で分割された２つの視差映像のうち、一方の視差映像（視差映像
６１Ｌ）に拡大処理を施す。拡大処理後の視差映像６１Ｌａに基づく映像信号が、出力映
像信号１０１Ａとして信号変換部３８に出力される。信号変換部３８は、拡大処理後の視
差映像６１Ｌａに基づく出力映像信号１０１Ａに対して、画像計測処理部４３において生
成された計測用情報１０２を重畳し、表示用映像信号１０１ａとして表示部３３に出力す
る。表示部３３は、表示用映像信号１０１ａに基づいて、視差映像６１Ｌおよび６１Ｒの
代わりに、拡大処理後の視差映像６１Ｌａを再表示する。
【０１１６】
　図２３は、このようなＳＴ２１１～ＳＴ２１３における拡大処理後の表示画面６０Ｆを
示している。表示画面６０Ｆでは、拡大処理後の視差映像６１Ｌａ、日時情報６３、計測
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条件情報６４、操作用アイコン６５、計測用カーソル６６、メッセージ情報６７などが表
示される。
　表示画面６０Ｆは、例えば、図１７の表示画面６０Ｂと同様、表示画面６０Ｆの略中央
に配され、図５に示した表示画面６０において視差映像６１Ｌが表示される表示領域と同
じ大きさの表示領域と、この表示領域の周囲を囲む枠状の表示領域とからなる。
　拡大処理後の視差映像６１Ｌａは、表示画面６０Ｆの略中央の表示領域に表示される。
また、日時情報６３、計測条件情報６４、操作用アイコン６５、メッセージ情報６７など
は、枠状の表示領域の上下に表示される。計測用カーソル６６は、拡大処理後の視差映像
６１Ｌａに重畳表示される。
【０１１７】
　以上のＳＴ２１３が終了すると、処理がＳＴ１１４に移行する。ＳＴ１１４～ＳＴ１１
８の処理は第２の実施形態と同一である。
【０１１８】
　以上説明したように、第２の実施形態の変形例においても、第２の実施形態と同様の効
果を奏することができる。
【０１１９】
　なお、ＳＴ２１３において、図２４に示すように、視差映像６１Ｌａに基づく映像信号
が入力映像信号１００と共に、出力映像信号１０１Ａとして信号変換部３８に出力されて
もよい。信号変換部３８は、映像信号処理部３４からの出力映像信号１０１Ａに対して、
画像計測処理部４３において生成された計測用情報１０２を重畳し、表示用映像信号１０
１ａとして表示部３３に出力する。この場合、表示部３３は、表示用映像信号１０１ａに
基づいて、拡大された視差映像６１Ｌａを視差映像６１Ｌおよび６１Ｒと共に表示する。
【０１２０】
　この場合、同一の表示画面上にて、視差映像６１Ｌ、６１Ｒと、視差映像６１Ｌと６１
Ｒ上に重畳された視差映像６１Ｌａとが見えているので、検査者は、視差映像の全体像を
把握しつつ、拡大された視差映像６１Ｌａに注目することが期待できる。
【０１２１】
〔第３の実施形態〕
　以下、図面を参照し、本発明の第３の実施形態を説明する。本実施形態は、映像情報の
記憶処理および画像ファイルの再生処理、すなわち、図４のＳＴ１０２において、操作入
力として、映像情報を記録する操作入力または画像ファイルを再生する操作入力が行われ
ていた場合の動作に関する。
【０１２２】
まず、図４のＳＴ１０２において、操作入力として、映像情報を記録する操作入力が行わ
れていた場合の動作について説明する。操作部３１から画像記録信号１０４が入力されて
いた場合、ＳＴ１０５として、図２５に示すような記録処理が実行される。図４において
、ＳＴ１０４の実行中でも、ＳＴ１０５の記録処理を操作入力により受け付けて実行する
ことが可能である。
【０１２３】
　ＳＴ３００では、映像信号処理部３４は、映像信号取得部３０からの入力映像信号１０
０をそのまま出力映像信号１０１Ｂとして画像記憶部４２に出力する。すなわち、視差映
像６１Ｌおよび６１Ｒに対応した映像信号が画像記憶部４２に一時的に記憶される。
【０１２４】
　ＳＴ３０１では、制御部４５による制御に従って、ＳＴ３００で画像記憶部４２に一時
記憶された映像信号が画像記憶部４２から読み出される。ＳＴ３０２では、ＳＴ３０１で
画像記憶部４２から読み出された映像信号が、ＰＣカードインタフェース１３に接続され
たＰＣＭＣＩＡメモリカード１８や、コンパクトフラッシュ(登録商標)メモリカード１９
などの記憶媒体４４に画像ファイルとして記録される。このとき、映像信号は、個別の画
像ファイルとして区別して記録できるようになっている。
【０１２５】
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　次に、図４のＳＴ１０２において、操作入力として、画像ファイルを再生する操作入力
が行われていた場合の動作について説明する。画像ファイルを再生する操作入力が行われ
ていた場合、ＳＴ１０６として、図２６に示すような再生処理が実行される。図４におい
て、ＳＴ１０６の再生処理は、ＳＴ１０４の計測処理やＳＴ１０５の記録処理と並行して
実行されることはできない。計測処理や記録処理の処理中に再生処理の操作入力が行われ
た場合には、制御部４５はそれらの処理を中断し、再生処理を実行することになる。
【０１２６】
　ＳＴ３１０では、例えば、画像ファイル一覧などの選択メニューなどが表示画面６０上
に表示される。検査者はリモートコントローラ５などを用いて、再生する画像ファイル（
映像情報）として選択する。選択された映像信号は、制御部４５による制御に従って記憶
媒体４４から読み出される。この映像信号は、図２１のステップＳＴ３０２で記憶媒体４
４に記憶された出力映像信号１０１Ｂと同じものである。ＳＴ３１１では、記憶媒体４４
から読み出された映像信号が画像記憶部４２に一時記憶される。
【０１２７】
　ＳＴ３１２では、画像記憶部４２に一時記憶された映像信号が映像信号処理部３４へ出
力される。映像信号処理部３４は、画像記憶部４２からの映像信号に対して、映像を視差
映像６１Ｌと６１Ｒの２つの映像に分割する処理を行うことによって、取得された映像情
報を視差映像毎に分割する。
【０１２８】
　ＳＴ３１３では、ＳＴ１１１同様、映像信号処理部３４は、ＳＴ３１２で分割された２
つの視差映像のうち、一方の視差映像（視差映像６１Ｌ）に拡大処理を施す。拡大処理後
の視差映像６１Ｌａに基づく映像信号が、出力映像信号１０１Ａとして信号変換部３８に
出力される。
【０１２９】
ＳＴ３１４では、信号変換部３８は、拡大処理後の視差映像６１Ｌａに基づく出力映像信
号１０１Ａに対して、画像計測処理部４３において生成された計測用情報１０２を重畳し
、表示用映像信号１０１ａとして表示部３３に出力する。このときの表示画面は、映像表
示モードのようにリアルタイム表示ではなく、静止画像表示であることを除くと、図７の
表示画面６０Ａと同様である。ただし、例えば、日時情報６３として、記録時の日時を表
示したり、画像ファイルを識別するための文字情報や、画像再生モードであることを示す
アイコンなどを表示画面６０に重畳表示したりする変形は適宜行うことができる。
【０１３０】
　ＳＴ３１５では、制御部４５は、画像ファイルの再生を終了する操作入力が、操作部３
１において行われたかどうかを確認する。画像ファイル再生終了の操作入力が行われてい
た場合、再生処理が終了し、処理が図４のＳＴ１０１に移行する。このようにして、例え
ば、過去に記録された被検体の画像を表示部３３で見ることだけが目的であった場合、検
査者は被検体の画像を見終わった後に画像ファイル再生終了の操作入力を行って、映像表
示モードに復帰することができる。ＳＴ３１５で画像ファイル再生終了の操作入力が行わ
れていなかった場合、処理がＳＴ３１６に移行する。
【０１３１】
　ＳＴ３１６では、制御部４５は、計測を起動する操作入力が、操作部３１において行わ
れたかどうかを確認する。計測を起動する操作入力が行われていた場合は、処理がＳＴ３
１７に移行する。また、計測を起動する操作入力が行われていなかった場合は、処理がＳ
Ｔ３１５に移行する。
【０１３２】
　ＳＴ３１７～ＳＴ３２２は、画像記憶部４２に記憶された映像信号を使用して画像計測
を行う計測処理を示している。以下、図６のＳＴ１１０～ＳＴ１１８の計測処理と異なる
点を中心に説明する。
【０１３３】
　ＳＴ３１７では、制御部４５による制御に従って、ＳＴ３１１で画像記憶部４２に一時
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記憶された映像信号が読み出されて映像信号処理部３４へ出力される。
【０１３４】
　ＳＴ３１８では、図６のＳＴ１１４と同様の処理が行われる。ＳＴ３１９～ＳＴ３２１
では、図６のＳＴ１１５～ＳＴ１１７と同様の処理が行われる。すなわち、ＳＴ３２０で
は、画像計測処理部４３は、ＳＴ３１０で読み出された映像信号に基づく静止画像データ
を使用して計測処理を行う。また、ＳＴ３２１では、信号変換部３８は、映像信号処理部
３４からの視差映像６１Ｌに基づく出力映像信号１０１Ａに対して、画像計測処理部４３
において生成された計測用情報１０２を重畳し、表示用映像信号１０１ａとして表示部３
３に出力する。表示部３３は、表示用映像信号１０１ａに基づいて、視差映像６１Ｌを表
示する。ＳＴ３２２では、図６のＳＴ１１８と同様の処理が行われる。
【０１３５】
〔第４の実施形態〕
　以下、図面を参照し、本発明の第４の実施形態を説明する。本実施形態は、第３の実施
形態と同様、映像情報の記憶処理および画像ファイルの再生処理、すなわち、図４のＳＴ
１０２において、操作入力として、映像情報を記録する操作入力または画像ファイルを再
生する操作入力が行われていた場合の動作に関する。本実施形態においては、表示用映像
と計測用映像とが別々に記録される。
【０１３６】
　まず、図４のＳＴ１０２において、操作入力として、映像情報を記録する操作入力が行
われていた場合の動作について説明する。操作部３１から画像記録信号１０４が入力され
ていた場合、ＳＴ１０５として、図２７にＳＴ４００～ＳＴ４０７で示す記録処理が実行
される。図４において、ＳＴ１０４の実行中でも、制御部４５はＳＴ１０５の記録処理を
操作入力により受け付けて実行することが可能である。
【０１３７】
　ＳＴ４００では、制御部４５は、計測処理中であるかどうかの確認を行い、計測処理中
であれば処理がＳＴ４０１およびＳＴ４０５に移行し、計測処理中でなければ処理がＳＴ
４０５に移行する。
【０１３８】
　ＳＴ４００において、計測処理中であると確認された場合の動作は以下のようになる。
　ＳＴ４０１～ＳＴ４０４の処理は表示用映像の記録に関する処理であり、ＳＴ４０５～
ＳＴ４０７の処理は計測用映像または表示用映像の記録に関する処理であり、それぞれは
２系統で同時並行的に処理される。ＳＴ４０１では、映像信号処理部３４は、映像信号取
得部３０からの入力映像信号１００に対して、映像を図６の視差映像６１Ｌと６１Ｒの２
つの映像に分割する処理を行うことによって、取得された映像情報を視差映像毎に分割す
る。分割された２つの視差映像の一方（本例では視差映像６１Ｌ）に基づく映像信号が、
出力映像信号１０１Ｂとして画像記憶部４２に出力される。
【０１３９】
　ＳＴ４０２では、ＳＴ４０１で分割された視差映像６１Ｌに対応した映像信号が画像記
憶部４２に記憶される。図４のＳＴ１０４において、既に映像情報の分割が行われている
場合には、その処理結果である映像信号が以降の処理で使用される。
【０１４０】
　ＳＴ４０３では、制御部４５による制御に従って、ＳＴ４０２で画像記憶部４２に一時
記憶された映像信号が画像記憶部４２から読み出される。ＳＴ４０４では、ＳＴ４０３で
画像記憶部４２から読み出された映像信号が、ＰＣカードインタフェース１３に接続され
たＰＣＭＣＩＡメモリカード１８や、コンパクトフラッシュ(登録商標)メモリカード１９
などの記憶媒体４４に画像ファイルとして記録される。このとき、映像信号は、個別の画
像ファイルとして区別して記録できるようになっている。
【０１４１】
　一方、ＳＴ４０５では、視差映像６１Ｌと６１Ｒの両方を含む映像に基づく出力映像信
号１０１Ｂが映像信号処理部３４から画像記憶部４２に出力され、映像情報が画像記憶部
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４２に一時記憶される。計測処理ＳＴ１０４において、既に映像信号の記憶が行われてい
る場合には、その映像信号が以降の処理で使用される。
【０１４２】
　ＳＴ４０６では、制御部４５による制御に従って、ＳＴ４０５で画像記憶部４２に一時
記憶された映像信号が読み出される。続いて、ＳＴ４０７では、ＳＴ４０６で画像記憶部
４２から読み出された映像信号が、ＰＣカードインタフェース１３に接続されたＰＣＭＣ
ＩＡメモリカード１８や、コンパクトフラッシュ（登録商標）メモリカード１９などの記
憶媒体４４に画像ファイルとして記録される。このとき、映像信号は、個別の画像ファイ
ルとして区別して記録できるようになっている。
【０１４３】
　また、ＳＴ４００において、計測処理中でないと確認された場合は、表示用映像の記録
に関する処理（ＳＴ４０５～ＳＴ４０７）が実行される。
【０１４４】
　次に、図４のＳＴ１０２において、操作入力として、画像ファイルを再生する操作入力
が行われていた場合の動作について説明する。画像ファイルを再生する操作入力が行われ
ていた場合、ＳＴ１０６として、図２８にＳＴ４１０～ＳＴ４２４で示すような再生処理
が実行される。図４において、ＳＴ１０６の再生処理は、ＳＴ１０４の計測処理やＳＴ１
０５の記録処理と並行して実行することはできず、計測処理や記録処理の処理中に再生処
理の操作入力が行われた場合には、それらの処理を中断し、再生処理を実行することにな
る。
【０１４５】
　ＳＴ４１０では、例えば、画像ファイル一覧などの選択メニューなどが表示画面６０上
に表示される。検査者がリモートコントローラ５などを用いて、再生する画像ファイル（
表示用映像情報）として選択した映像信号が、制御部４５による制御に従って記憶媒体４
４から読み出される。この映像信号は記録時の出力映像信号１０１Ａと同じものであり、
図２７のステップＳＴ４０７で計測用映像信号または表示用映像信号として記憶媒体４４
に記憶されたものである。ＳＴ４１１では、記憶媒体４４から読み出された映像信号が表
示用映像信号として画像記憶部４２に一時記憶される。
【０１４６】
　ＳＴ４１２では、ＳＴ４１１で画像記憶部４２に記憶された表示用映像信号が画像記憶
部４２から信号変換部３８に出力され、信号変換部３８から表示用映像信号１０１ａが表
示部３３に出力され、表示部３３に映像が表示される。このときの表示画面は、映像表示
モードのようにリアルタイム表示ではなく、静止画像表示であることを除くと、図５の表
示画面６０と同様である。また、表示用映像信号として、図２７のステップＳＴ４０４で
記憶媒体４４に記憶された映像信号を使用することも可能であり、その場合には、２つの
視差映像６１Ｌと６１Ｒのうち一方の視差映像６１Ｌが表示される。
【０１４７】
　ＳＴ４１３では、制御部４５は、画像ファイルの再生を終了する操作入力が、操作部３
１において行われたかどうかを確認する。画像ファイル再生終了の操作入力が行われてい
た場合、再生処理が終了し、処理が図４のＳＴ１０１に移行する。ＳＴ４１３で画像ファ
イル再生終了の操作入力が行われていなかった場合、処理がＳＴ４１４に移行する。
【０１４８】
　ＳＴ４１４では、制御部４５は、計測を起動する操作入力が、操作部３１において行わ
れたかどうかを確認する。計測を起動する操作入力が行われていた場合は、処理がＳＴ４
１５に移行する。また、計測を起動する操作入力が行われていなかった場合は、処理がＳ
Ｔ４１３に移行する。
【０１４９】
　ＳＴ４１５～ＳＴ４２４は、ＳＴ４１１で画像記憶部４２に記憶された映像信号を使用
して画像計測を行う計測処理を示している。以下、図６のＳＴ１１０～ＳＴ１１８の計測
処理と異なる点を中心に説明する。
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【０１５０】
　ＳＴ４１５では、制御部４５による制御に従って、ＳＴ４１１で画像記憶部４２に一時
記憶された映像信号が表示用映像信号として読み出されて映像信号処理部３４へ出力され
る。ただし、２つの視差映像のうち一方の視差映像のみでは計測処理を行うことができな
いため、画像記憶部４２に一時記憶された映像信号が図２３のＳＴ４０４で記憶媒体４４
に記憶されたものである場合には、計測処理を行わず、処理がステップＳ４１３に移行す
るものとする（図示せず）。
【０１５１】
　ＳＴ４１６では、映像信号処理部３４は、画像記憶部４２から読み出された表示用映像
信号に対して、映像を２つの視差映像に分割する処理を行い、一方の視差映像（本例では
図７の視差映像６１Ｌ）に基づく映像信号を出力映像信号１０１Ａとして信号変換部３８
に出力する。
　ＳＴ４１７では、ＳＴ１１１同様、映像信号処理部３４は、ＳＴ４１６で分割された２
つの視差映像のうち、一方の視差映像（視差映像６１Ｌ）に拡大処理を施す。拡大処理後
の視差映像６１Ｌａに基づく映像信号が、出力映像信号１０１Ａとして信号変換部３８に
出力される。
　ＳＴ４１８では、図６のＳＴ１１２と同様の処理が行われる。すなわち、信号変換部３
８は、拡大処理後の視差映像６１Ｌａに基づく出力映像信号１０１Ａに対して、画像計測
処理部４３において生成された計測用情報１０２を重畳し、表示用映像信号１０１ａとし
て表示部３３に出力する。表示部３３は、表示用映像信号１０１ａに基づいて、視差映像
６１Ｌａを表示する。２つの視差映像６１Ｌおよび６１Ｒの一方を表示することによって
、検査者に対する視認性を上げることができる。本例では視差映像６１Ｌを使用するが、
視差映像６１Ｒを使用してもよい。
【０１５２】
　ＳＴ４１９では、図２１のＳＴ１１４と同様の処理が行われる。ＳＴ４２０では、制御
部４５による制御に従って、ＳＴ４１１で画像記憶部４２に一時記憶された映像信号が計
測用映像信号として読み出されて画像計測処理部４３に出力される。この映像信号は記録
時の出力映像信号１０１Ａと同じものであり、図２７のステップＳＴ４０７で計測用映像
信号として記憶媒体４４に記憶されたものである。
【０１５３】
　ＳＴ４２１～ＳＴ４２３では、図６のＳＴ１１５～ＳＴ１１７と同様の処理が行われる
。すなわち、ＳＴ４２２では、画像計測処理部４３は、ＳＴ４２０で読み出された計測用
映像信号に基づく静止画像データを使用して計測処理を行う。また、ＳＴ４２３では、信
号変換部３８は、映像信号処理部３４からの出力映像信号１０１Ａに対して、画像計測処
理部４３において生成された計測用情報１０２を重畳し、表示用映像信号１０１ａとして
表示部３３に出力する。表示部３３は、表示用映像信号１０１ａに基づいて、視差映像６
１Ｌを表示する。ＳＴ４２４では、図６のＳＴ１１８と同様の処理が行われる。
【０１５４】
　上述したように、本発明によれば、計測に関する期間（計測モードが開始された時点、
あるいは計測を行って計測結果を生成した時点を少なくとも含む期間）に、複数の光学系
からの複数の像を含む映像から、いずれか１つの光学系からの像を含む映像を抽出するよ
うに映像信号を処理することによって、１つの視差映像を他の視差映像とは独立に表示す
ることが可能となる。これによって、表示映像の視認性を向上することができ、ユーザが
どちらの視差映像に対して計測点の入力等の操作を行うのか混乱しなくなることが期待で
きる。
【０１５５】
　また、内視鏡装置の小型軽量化が進み、表示部も小型化しているため、従来のように複
数の光学系からの像を含む映像が同時に表示されると、各光学系からの像が小さくなり、
表示映像の視認性が悪くなる場合がある。これに対して、本発明によれば、１つの視差映
像を他の視差映像とは独立に表示することによって、表示映像の視認性を向上することが
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できる。例えば、１つの光学系からの像を拡大するように映像信号を処理することによっ
て、１つの視差映像が拡大表示されるので、表示映像の視認性をより向上することができ
る。
【０１５６】
　また、１つの視差映像を他の視差映像とは独立に表示することによって、検査者が複数
の視差映像を目視で比較してマッチング度を確認することが困難となる場合があるが、計
測位置に対応した複数の映像間のマッチング度を表示することによって、検査者がマッチ
ング度を確認することができる。
【０１５７】
　以上、図面を参照して本発明の実施形態について詳述してきたが、具体的な構成は上記
の実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含ま
れる。
【産業上の利用可能性】
【０１５８】
　本発明によれば、計測に関する期間に、複数の光学系からの複数の像を含む映像から、
一の光学系からの像を含む映像を抽出するように映像信号を処理することによって、一の
光学系からの像を他の光学系からの像とは独立に表示することが可能となるので、表示映
像の視認性を向上することができる。
【符号の説明】
【０１５９】
１　　計測内視鏡装置
２　　ステレオ計測用光学アダプタ
３　　内視鏡挿入部
４　　コントロールユニット
５　　リモートコントローラ
６　　液晶モニタ
９　　ＣＣＵ
３０　　映像信号取得部
３１　　操作部
３３　　表示部
３４　　映像信号処理部
３８　　信号変換部
４２　　画像記憶部
４３　　画像計測処理部
４４　　記憶媒体
４５　　制御部



(25) JP 4409625 B2 2010.2.3

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】



(26) JP 4409625 B2 2010.2.3

【図６】 【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】



(27) JP 4409625 B2 2010.2.3

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】



(28) JP 4409625 B2 2010.2.3

【図１６】 【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】



(29) JP 4409625 B2 2010.2.3

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】 【図２７】



(30) JP 4409625 B2 2010.2.3

【図２８】 【図２９】



(31) JP 4409625 B2 2010.2.3

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｈ０４Ｎ   5/225   　　　Ｚ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｎ   5/225   　　　Ｆ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｎ   5/225   　　　Ａ          　　　　　

(72)発明者  佐藤　佐一
            東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４３番２号　オリンパス株式会社内
(72)発明者  久和　祐介
            東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４３番２号　オリンパス株式会社内

    審査官  瀬川　勝久

(56)参考文献  特開２００１－１６７２７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３４８８７０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｂ　　２３／２４　　　　
              Ａ６１Ｂ　　　１／０４　　　　



专利名称(译) 内视镜装置

公开(公告)号 JP4409625B2 公开(公告)日 2010-02-03

申请号 JP2009170588 申请日 2009-07-21

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

申请(专利权)人(译) 奥林巴斯公司

当前申请(专利权)人(译) 奥林巴斯公司

[标]发明人 佐藤佐一
久和祐介

发明人 佐藤 佐一
久和 祐介

IPC分类号 G02B23/24 A61B1/04 A61B1/00 H04N5/225

CPC分类号 A61B1/00193 A61B1/00045 G02B23/2476 G02B23/26

FI分类号 G02B23/24.B G02B23/24.A A61B1/04.370 A61B1/00.300.D H04N5/225.C H04N5/225.Z H04N5/225.F 
H04N5/225.A A61B1/00.522 A61B1/00.550 A61B1/04 A61B1/045.610 A61B1/045.622 H04N5/225 
H04N5/225.000 H04N5/225.400 H04N5/225.500 H04N5/232.290 H04N5/232.300

F-TERM分类号 2H040/BA15 2H040/DA12 2H040/GA02 2H040/GA10 2H040/GA11 4C061/AA00 4C061/AA29 4C061
/BB06 4C061/CC06 4C061/FF40 4C061/GG11 4C061/HH32 4C061/HH47 4C061/HH52 4C061/JJ19 
4C061/LL02 4C061/NN01 4C061/NN05 4C061/NN07 4C061/SS21 4C061/VV03 4C061/WW03 4C061
/WW10 4C061/WW13 4C061/WW14 4C061/WW18 4C061/YY02 4C061/YY12 4C061/YY18 4C161
/AA00 4C161/AA29 4C161/BB06 4C161/CC06 4C161/FF40 4C161/GG11 4C161/HH32 4C161/HH47 
4C161/HH52 4C161/JJ19 4C161/LL02 4C161/NN01 4C161/NN05 4C161/NN07 4C161/SS21 4C161
/VV03 4C161/WW03 4C161/WW10 4C161/WW13 4C161/WW14 4C161/WW18 4C161/YY02 4C161
/YY12 4C161/YY18 5C122/DA26 5C122/EA42 5C122/FA04 5C122/FK23 5C122/FK24 5C122/FK28 
5C122/FK33 5C122/FK41 5C122/FK42 5C122/HB01 5C122/HB05

代理人(译) 塔奈澄夫

优先权 2007281641 2007-10-30 JP

其他公开文献 JP2009271542A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

提供了一种能够改善显示图像的可视性的内窥镜设备。 一种内窥镜装置，包括：视频信号获取单元，其通过立体光学系统捕获对象
并获取视频信号;视频信号处理单元，其处理视频信号并生成显示视频信号;一种基于视频信号执行测量的测量处理单元，以及显示
该显示视频信号的显示单元。视频信号处理单元包括：第一显示视频信号，基于从视频信号中提取的一个图像，包括来自立体光学
系统的多个图像;以及一个图像和视频信号的另一个图像并基于第二显示视频信号在与测量有关的时段期间，显示单元与第一或第二
显示视频信号一起显示操作相关信息和测量信息中的至少一个。根据由显示单元显示的第一或第二显示视频信号来控制操作相关信
息和测量信息中的至少一个的显示位置。 [选中图]图3

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/08162fe5-f3ab-47ea-9867-145b03c33fa2
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/040590805/publication/JP4409625B2?q=JP4409625B2



